
 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会改革推進会議「検討部会」会議録 
 

 

 

 

 

平成２８年３月１１日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀 山 市 議 会 



－１－ 

議会改革推進会議「検討部会」会議録 

 

１ 開催日時  平成２８年３月１１日（金） 午前９時５６分～午前１１時２６分 

２ 開催場所  第１委員会室 

３ 出席会員  部 会 長 服 部 孝 規 

        副 部 会 長 森   美和子 

        部 会 員 西 川 憲 行   髙 島   真   豊 田 恵 理 

                 中 﨑 孝 彦 

        会 長 前 田 耕 一 

        副 会 長 岡 本 公 秀 

４ 欠席会員  なし 

５ 事 務 局  議会事務局長 松 井 元 郎 議事調査室長 渡 邉 靖 文 

        髙 野 利 人 新 山 さおり 

６ 案 件  １．第３７回検討部会の確認事項について 

        ２．議会改革白書２０１６への掲載内容の確認について 

        ３．議題 

         （１）議会の情報化について 

         （２）反問権の取り扱いについて 

         （３）公聴会制度及び参考人制度について 

            請願者の説明機会について 

        ４．その他 

７ 経 過  次のとおり 
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午前９時５６分  開 会 

○部会長（服部孝規君） 皆さん、おはようございます。 

 ３８回目の検討部会を開かせていただきます。 

 きょうは３月１１日ということで、５年前、森副部会長が質問中に大きな揺れがあって、私自身も、

あっ、地震やと声を出した記憶があります。その後すぐ休憩になって、会派室でテレビを見て、あの

津波の恐ろしさというのは初めて見ました。もういわゆる鉄砲水みたいな感じで、本当にこんなに怖

いものだなというふうに思いました。改めて記憶を思い出しながらしておるところでございます。 

 それじゃあ座ってさせていただきます。 

 事項書によって進めさせてもらいます。 

 まず１番目に、第３７回検討部会の確認事項についてということで、渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） それでは、前回３７回の部会の確認事項でございますが、前回は亀

山市議会タブレット端末等の使用に関する要綱案と申し合わせ案、この２つをご確認いただきました。

そして、各会派で意見を聞いてきていただくというふうなことで、その結果を後半の議題のほうでま

たお聞かせいただいて、きょうこの要綱案と申し合わせ案を部会として確定していただきたいなとい

うふうに思っております。 

 そして、本会議終了後の推進会議の場で最終全議員さんに確認をいただく予定となっております。

以上でございます。 

○部会長（服部孝規君） 確認事項についてはよろしいですか。 

（発言する者なし） 

○部会長（服部孝規君） それでは次に、議会改革白書への掲載ですけれども、これは確認事項なし

ということでよろしいですね。 

 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） 現時点ではなしとしてございますが、最近決まったことが大きく３

点ございます。というのは、本会議での代表質疑のほうが、２人会派も現時点では４５分ということ

で、この３月定例会でしていただいておりますけれども、９月に向けて、この代表質疑については２

人会派も認められておりますが、この時間等についてはこれから検討していくということで、まだ最

終確定がしていないということで上げてございません。 

 それから、予算決算委員会のほうも今回３月の予算の委員会ということで、これの試行ということ

で総括する場合は４０分、個別質疑は３０分、２巡目はなしというふうなことを確認いただいており

ますが、これも予算としては初めての試行ということですので、今度の９月に向けてまた確定した時

点で上げていきたいと思っております。 

 それから、昨日の代表者会議におきまして、従来所管事務概要説明を５月と１１月、どちらで聞く

のかということで、合併前は５月で亀山市はやっておりました。合併してから選挙の関係もありまし

て、選挙は１０月ですので、１１月に所管事務を受けるようになりまして、それ以後、やはり５月の

当初の事業内容を聞くのも大事だということで、５月と１１月と２回聞く時期がございました。そん

な中で、昨年２回も聞かんでもいいんじゃないかということで、その都度代表者会議で議論していた

だいておったんですけれども、今回一応ルールとして、聞くのは５月だけというふうなことをきのう

代表者会議で決めていただきました。ただ、１１月、昨年みたいに資料を求めるかどうかとかそうい
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ったことについては、次の代表者会議で決定していただいて、確定をしたら白書のほうに載せていく

段取りをしたいと思います。以上でございます。 

○部会長（服部孝規君） 補足になりますけど、代表質疑の時間については、３月議会が終わってか

ら議会運営委員会のほうで結論を出していただくと。だから９月の決算のときに、もうはっきりいわ

ゆる試行ということでなくして決定ということで動いていくだろうということです。 

 それから、予算決算委員会の総括を含める場合は４０分という、これも今回いろいろと議員の数も

変わったりいろいろしますんで、今回初めてそういう形になるということです。 

 それから、所管事務については、先ほど言われたように１１月をどうするかということがまだ十分

に詰まっていませんので、その点だけは今後、でもこれはちょっとまた先でも間に合うことなんで、

特にきのうの段階では決定まで至らなかったということです。以上です。 

 ３番目、これよろしいですか、この内容について何かありますか。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○部会長（服部孝規君） なければ議題に入っていきたいと思います。 

 まず１つ目は、議会の情報化についてということで、渡邉室長から。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） これについては、前回要綱案と申し合わせ案、２つを説明させてい

ただきましてご確認いただきました。 

 そして、記述の問題で、修正した箇所、部会長のほうからも意見をいただきまして修正を加えた箇

所がございます。これは、要綱案の第３条の第３項ですかね。使用者は、タブレット端末にアプリケ

ーションソフトを追加しようとする場合は、事前に議会事務局に届け出て、議会改革推進会議検討部

会の協議において承認を受けなければなければならないと、ここだけ表現を変えております。 

 そして、あとは各会派で一応それぞれの案をご説明していただいて、意見がございましたらお聞か

せをいただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○部会長（服部孝規君） それでは、前回各会派のほうで意見を聞いてきていただくということでお

願いしましたんで、それの報告をいただこうかなと。そちらから言うてもらおうか、じゃあ西川委員

のほうから。 

○部会員（西川憲行君） ぽぷらは、特にありません。 

○部会長（服部孝規君） なし。 

 中﨑委員。 

○部会員（中﨑孝彦君） 新和会につきましても、説明した結果、特に異論はないということで、も

う要望もないということでお願いします。 

○部会長（服部孝規君） 副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） 公明党もございません。 

○部会長（服部孝規君） ございませんね。 

 創政クラブさん。 

○部会員（豊田恵理君） 創政クラブも、現状まずこれでやってみたらということで、特に問題あり

ません。 

○部会長（服部孝規君） 緑風会さん。 

○部会員（髙島 真君） 緑風会に関しては、一遍やってみろと、そんな感じでした。 
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○部会長（服部孝規君） 共産党も問題なしということで。 

 そうなりますと、これでもう皆さん一緒やと思うんですけれども、とりあえずこれでいけと。問題

が生じてきたらその都度見直してやると。多分わからないこともようけあるんで、やってみないとわ

からない。とりあえず何がええかわかりませんけれども、とりあえずこれでいくと。問題が出てきた

ら変えるということでよろしいか。 

（「はい」の声あり） 

○部会長（服部孝規君） じゃあそんなことで進めて。 

 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） それでは、今この２つの案、ご了解をいただきましたので、閉会日、

本会議終わりましたら議会改革推進会議に切りかえていただきまして、全体で諮っていただきたいと

思います。それで、ご了解いただきましたら、この要綱と申し合わせに沿って運用を開始していくと

いうことになります。 

 ４月になりましたら、２回ほど研修会というような形で操作の研修の場を設けたいというふうに思

っております。もう議員さんによっては使える方もお見えになると思いますので、１回は全員研修と

いう形をとらせていただいて、２回目あたりはもう希望者だけでもいいのかなというふうな形で今現

在思っております。 

 そして、５月から通信機能を持たせていただきますので、皆さんに配付できるのは５月、多分連休

明けぐらいになろうかと思いますが、配付をさせていただく予定をしております。 

 そして、一番最初が所管事務概要説明の委員会協議会でタブレットを本格的に使っていくというふ

うなスケジュールを考えております。以上でございます。 

○部会長（服部孝規君） 以上のようなスケジュールです。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○部会長（服部孝規君） 手に届くのは、多分連休明けということで考えておいていただいて。 

 豊田委員。 

○部会員（豊田恵理君） ちょっと関係ないといえば関係ないんですけど、当局側というか、そっち

側のほうでは全くこういう何かパソコンの持ち込みとかという話はないんでしょうか。 

○部会長（服部孝規君） 理事者側やな。 

 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） 今のところ執行部のほうからは話はございません。 

 ただ、その行革の中でもペーパーレス化というふうなことが当然うたわれておりまして、こういう

タブレットの活用も入っております。議会のほうは先行してやっておりますけれども、今後はこうい

うことが執行部のほうにも普及していくというふうには思っております。 

 うちもとりあえず、今このＷｉ-Ｆｉ環境なんかもなるべく経費をかけずにということで、今取り

組んでおりますけれども、実際の運用についても、よその市議会はタブレットのシステムを活用して

やっておりますけれども、うちはとりあえず経費をかけずにということでシステムを使っておりませ

んが、これで執行部も入ってきますとかなりの台数のタブレットを動かしていくことになりますので、

Ｗｉ-Ｆｉ環境も庁舎としてのＷｉ-Ｆｉをきちっと設置していただく必要もあろうかと思いますし、

そのときはシステムもきっちり構築していくべきやと思いますので、その辺は一緒にやっていきたい
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とは思っていますけど、今のところそんな話は具体的にはまだないです。 

○部会長（服部孝規君） 他によろしいか。ありませんか。 

（発言する者なし） 

○部会長（服部孝規君） じゃあなければ、そんな日程で進めていきたいと思います。 

 次に、２番目に反問権の取り扱いについてなんですけれども、これは先日の本会議の中で、櫻井清

蔵議員が反問権を市長が行使されたという中で、いわゆる市長が発言をするときには時計をとめるん

ですけれども、基本その従来の例からいくと、議員側がそれに対して答えるというのか、そういう発

言の時間に関してはカウントしていくというような形になりまして、ちょっといろいろとトラブった

んですけれども、この点はやっぱりきちっとしたいなということで、きょうそのことを中心に議論を

していきたい。あくまでこの検討部会は、この問題に関しては決定する立場にありませんので、あく

までも検討部会としての意見をまとめた上で、議会運営委員会のほうで決定をいただくというふうな

ことを前提に、きょうはちょっと議論をいただきたいなというふうに思います。 

 まず、事務局のほうから説明を願います。 

 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） それでは、この反問権の関係は、議会基本条例を施行した２２年８

月２０日の直前の議会運営委員会でも議論は当然されております。そのときは、反問の時間は別枠と

して取り扱うという規定だけございます。ですので、この反問の時間というのが執行部の反問の時間

のみを指すのか、それに対しての議員側の再度それに対してもう一度趣旨を明確に質問することも含

めてなのかというところが、その言葉が何もないんです。ですので、運用としては過去６回反問権、

前回の櫻井議員さんを入れると７回、本会議と予算決算委員会で反問権が行使されておりますけれど

も、運用としては、執行部側の反問の時間を別枠扱いということでとめておりました。 

 ちょうどカルテでは反問権の取り扱いについてということで、検討課題１３ということでルール化

された、明文化されたものが何もございませんので、これで反問のできる範囲とか、回数とか、こう

いったものも明確化していこうと。その中に、この時間のことも含めて検討をしていこうという中で

の前回の本会議であったわけですけれども、資料５で県内の反問権の運用状況ということで、各市議

会、照会をかけさせていただきました。 

 資料５でございます。現在、反問権を導入しておる市議会は１４市中１１市ございます。ちょっと

色分けしてあるんですけれども、このピンク色の部分は、反問及び反問に対する議員の答弁は質疑・

質問時間に含めていないと、これが３市でございます。それ以外、黄色の部分、これは反問及び反問

に対する答弁を質疑・質問時間に含めている、これが６市です。そして、この水色は特に決めてはな

かった中で、１回行使されたときは含めたということですので、実質含めておると。両方含めておる

のが７市ということで、圧倒的に含めておるほうが多いと。 

 亀山市だけは、これをあえて分けて執行部は含めない、議員側の再質問は含めるという運用をして

おりました。これがちょっと県内の状況でございます。この辺も含めてちょっとご意見をいただきた

いというふうに思います。 

○部会長（服部孝規君） 県内の状況は含めるところと含めないと分かれていますけれども、亀山以

外のところは、とにかく執行部も議員側も同じ扱いをしているということですな。亀山だけが執行部

側と議員の側と分けて扱っていると。これはやっぱり少なくともこれは一緒にする。つまり含めるの
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か含めないのか、もう両方とも一緒の扱いをするというような方向にいかないとまずいんかなという

のは一つ思います。ただ、含めるのか含めないのかはいろいろ分かれると思うんですけれども、意見

を聞きたいと思います。どうですか。 

 豊田委員。 

○部会員（豊田恵理君） その反問権の内容についてなんですけれども、何か今までの事例だと、質

問の意図がわからないという意図でもう一度お願いしますということだったと思うんですけれども、

例えば当局側のほうが、そうではなくてこうこうこういう意味なんだと。もっと議論が深まっていく

というか、そういうのだったらば、それは質問・質疑に対しての答弁で深まっていくことというか、

議論になるべきことなので私は含めるべきだと思うのですが、その反問権の範囲というものが私もち

ょっと不明確なので、その辺はどういうふうな状態なのかをちょっとまず教えていただきたいと思い

ます。 

○部会長（服部孝規君） 議会基本条例の中に、議員は趣旨を明確にして質問せいということがうた

われている中で、そのことができていない場合に関しては、理事者側としては答弁のしようがないん

で、そういうときに、理事者側としてはその趣旨を明確にしてもらうという意味で改めて聞くという

のが反問権。だから議論が深まるということではなくして、質問の趣旨がわかりづらいと。例えば僕

が記憶しておるのは、伊藤彦太郎議員が、当時庁舎建設の問題で質問したときに、市長は要するに、

あなたは庁舎建設を推進する立場なのかそうでないのか、それをはっきりしてくださいみたいなこと

を質問の趣旨として聞かれたことがあったんですけれども、そういうような質問者の意図というのが

答弁者のほうに理解できない、わからない、伝わらないという場合にそれを反問権で使うという。だ

から、議論が深まるというよりはそういうことだろうというふうに思います。 

 森副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） 先ほどの豊田委員のおっしゃっていることは、多分反論、反問ではな

くて反論はそこには含まれていないと思うので、だからどういう趣旨で聞かれているかということを

もう一回聞くということだと。問うですので、そうじゃあないかなあと思っているんですけど。 

○部会長（服部孝規君） 中﨑委員。 

○部会員（中﨑孝彦君） 僕もよくわからんもんで思うておったんですけど、今豊田委員が言うたよ

うに、反問権というのは、僕が思うておったのは、時間はどうなるのかなあということはあるんです

けど、反問権というのは議論というか、そういう内容に対する一つのキャッチボールみたいな、議員

と行政側とのというようなことを思うておったんですけど、今部会長の言うのにはそういうことで、

質問の意図がわからんと、理解しにくいので反問で聞きますということなんですね。それだけちょっ

と確認。 

○部会長（服部孝規君） 他にどうぞ。 

 髙島委員。 

○部会員（髙島 真君） 反問権、行政、相手側から使うあれなんですけれども、この間櫻井議員の

言葉をかりて言えば、ずうっと反問権使うていけば時間が減っていくばっかやと言われますけれども、

行政側がそういう常識範疇の間でやっておって、本当に質問の意図がわからずに言うて、それを説明

して時間食っただけやと思いますので、行政が質問したときは時間は食わない、こっちがその意図を

説明したときは時間を食うというのはちぐはぐ過ぎますので、この紙に書いてあるようにどっちか時
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間を食わない、時間を食う、どっちかにもう両方ともを当てはめていけば一番問題的にはあっさりし

ているのかなあと思います。 

○部会長（服部孝規君） 森副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） 質疑にしても質問にしても、事前に通告をして聞き取りもされている

ということで、ある程度のこっちの伝えたいということは伝わっていると思うんです。そうやから、

やっぱり基本条例にのっとっていけば、本会議場でもきちっと自分の意図が伝わるように説明もして

いく必要があるのかなあと思うので、私は入れてもいいんじゃない、両方とも時間含めてもいいんで

はないのかと思います。 

○部会長（服部孝規君） 他の人、意見。 

 西川委員。 

○部会員（西川憲行君） 今の話、どちらかに決めていくとなると、反問権、素直に市長が反問権を

使います。もう一回質問を繰り返してくださいと言われる反問ならその時間を含めてもいいと思うん

ですけど、その反問までの間にも時間を使われて、それでまた反問お願いしますと言われて、またも

う一回同じ質問を繰り返すというようなことになった場合、無駄に時間を浪費する場合もあるのかな

という気はしますけれども、その辺の反問の範疇とか、反問のやり方というものについても、もし含

めるのであれば明確な定義が必要になるのかなあと。含めないとなれば、答える答弁者側の裁量で、

反問権を使うので時間をちょっととめてくださいということで、そこで何についてわからないのかと

かという詳しい説明をしてもらっても、質問する側も、ああ、そこの部分についてわからんのやなあ

とか、全体としてもう一回言うたほうがええんやなあというのが、その辺が時間を気にする余り中途

半端になってしもうてもいかんのかなあという気はするんですけど。 

○部会長（服部孝規君） 他にどうですか。 

（発言する者なし） 

○部会長（服部孝規君） この間、私いろいろ考えておったんですけれども、櫻井清蔵議員の例で言

うと、あれは反問が必要であったのかなという思いが私はしています。あの人の質疑の仕方、質問で

もそうなんやけど、くどいぐらい繰り返すんですよ。だから、少なくとも彼が言わんとした意図とい

うのは、私は伝わっておったように思う。だから、あえてあそこでなぜ市長が反問権を使ったのかな

という思いがあります。だから、その辺がちょっと市長のあれがわかりませんけれども、それで一つ

は大もとのところでは、先ほど言うたように基本条例の中で議員として考えるべきは、反問権を使わ

れないようにきちっとやっぱり趣旨を明確にして質疑・質問するということがまず基本やと。そこが

曖昧なために、いわば反問されるんであれば、それはもう議員側の責任として受けとめざるを得ない

だろうというのが、僕は含むほうの派の意見やと思うんですよ。ちゃんとした質問しておったらそん

な反問権は使われんで済むんやから、だから反問権を使われるというのは自分の責任やという、質問

の仕方が悪いんやという意味で時間に含めるんやという考え方ではないかなと私は類推する。 

 ただ、さっきも言うたように櫻井清蔵議員のああいう問題を考えると、それじゃあ理事者側が善意

と全て考えればそれでええんやけれども、例えばもう意図的に時間を使うたろかと、髙島委員が質問

しておる時間を減らしたろうかというんで、ちょっとわからん、髙島委員の言うたことわからんと言

えば、それは反問権は当然認められていくわけやね。そうしていくと、それを含めていくとどんどん

それのことで時間がとられていくという問題が一方で出てくる。そこのところをどうカバーするかと
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いったら、やっぱり議長がそこで、十分今の髙島議員の質疑で要点はわかると思うんで答弁願います

と、反問権を認めないということも僕はありかなと。そうしないと、何もかも市長がわからんから反

問権というたら、それ全部認めていくとなると、言うたように悪く言うと時間を減らすためにわかっ

ておってもわからんというやり方も使える。そこをどうカバーするかというたら、やっぱり議長が、

それは十分要点もわかったはずやから答弁をしなさいよということを議長が市長に求めると。だから、

反問権は申し出ても認めないという、そういう担保さえとれば時間に含めても僕は構わないんやない

かなと思うんですけど。そこがないと、その担保がないと時間から外してくれということになるんで

すよ。だから、そこのところをどう担保するかということやと思う。 

 前田会長。 

○会長（前田耕一君） 確かに議長が判断していく部分は非常に多いと思うんやけれども、今回のケ

ースの場合だけやなしに、それ以外の例えば質疑・質問にしても、結構質疑・質問の時間が長いのは

あるんさな。そうすると、その中で話の中がぶれてくる。最終的に質問することは出てくるんやで、

そこだけ捉えればそれでいいんやけれども、例えばちょっと名前出してしまうけれども、例えば鈴木

議員が結構長うしゃべったわな。例えばあれで、さっき言うた理事者側が悪意と言ったらおかしいけ

れども、ちょっと理解できやんで再度と言われたら、彼があのとおりのことをしゃべれるかというた

らしゃべれへんと思うんや。多分、質問の要旨が理解できやんと言われたら。そんなんもあるんで、

やっぱり質問者が要点をきっちりまとめ上げて、さっと質問して、それで再質問あってもそれすれば、

そんな反問権なんか時間含めてもとらへんと思うのな。せいぜい１０秒か２０秒で済んでしまうと思

うんで、そういうところをやっぱり質問者の質問の仕方、これもやっぱりあると思うんやな。 

 それで、森副部会長も言うておったな、最後この間も質問は５分ぐらいたったときに、５分ぐらい

しゃべったわな。しゃべりたいと言うておったよな。そうすると、あれを一つの質問の仕方かわから

んけれども、質問かどうかということもあるわけやな。持論を述べる場かどうかというのもあるもん

で、どの辺でその辺の見きわめをするかというは非常に大事やと思います。 

○副部会長（森 美和子君） 一般質問は、でも自分のあれを言えば別にいいわけですよね。 

○会長（前田耕一君） ええけれども、それで質疑、答弁を求めていなかったよな。 

○部会長（服部孝規君） ないない、最後の締めの。 

○会長（前田耕一君） そうそう、締めが、あるいは一言でも例えば確認したいとかお答え願いたい

と言うてしもうたら、もうまたしゃべってしまうと思うでさ。その辺のやっぱりふなれな部分もある

と思うんで、もう少しうまく対応を。 

 それと、今回もそうやったけれども、市長なんかも反問権を使いたいと言うても、ぱぱっと上がっ

てきて、あの辺についてもやっぱり十分にお互いが反問権について消化されていない。 

○部会長（服部孝規君） 森副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） 済みません。反問権のことは、議長の口から、まず理事者側で反問権

を使われる場合は、議長にその旨を言ってほしいみたいなことを言っていただいたほうがいいん違い

ますか。 

○部会長（服部孝規君） 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） 一応その反問権の場合の進行のルールというか、シナリオはあるわ

けなんですけど、それについては、つい最近も執行部のほうにも局長からお渡しをいただいておりま
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す。というのは、たしか反問権、２７年の９月とか６月、昨年２度ほど使われたんですが、どうも市

長が登壇されて、今から反問権を使わせてもらいますとそのまま反問に入っていくと。でも、あくま

であれは反問の許可を願いますということで、そうやって議長が許可をして、それでやっと反問でき

るというふうな次第になっておりますので、それは局長が言うてもうてあったんですけど、また前回

も同じようなことになりました。 

○部会長（服部孝規君） 森副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） 議案質疑の場合も、質疑をするところから逸脱しない、一般質問にな

らないということを必ず議長が言うじゃないんですか。そういう形で毎回毎回言っておいたらなれて

くるので、そんな必要はないのかなと。私もあそこへぱあっと出ていってしゃべろうとされたので、

こっちも大分勉強してきたんで、あっと思ったんですけど、やっぱりそこは一回一回言っても別に議

長、どうでしょうね。 

○部会長（服部孝規君） 前田会長。 

○会長（前田耕一君） ですから前回の場合も、基本的に反問権の場合は自席から議長と言ってもら

って、そこで反問権をと言うけど、ぱぱっと上がってきて、そうやでまた自席へ戻ってくれとも言い

にくいもんで、ちょっと待ってという、横で立って待っている、決してあれが正しい姿じゃないと思

うんだけど、それをきっちりと確認して、理解した中で進めていかないと、もうその時間が含む含ま

ない問題よりも、それ以前の問題のところでもやっぱりしっかり確認しておかないかん部分もあると

思うんでな。 

○部会長（服部孝規君） 森副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） 理事者側にそうやってきちっと反問権の部分の用紙とかを渡してある

んであれば、議長はもうとめたらいいと思います。向こうはわかっているんであれば、わかっている

ルールを無視するんであれば、議長がちょっと待ってくれと。自席に戻ってくださいと言ってもいい

と思いますよ。 

○部会長（服部孝規君） それはそうやな。 

 前田会長。 

○会長（前田耕一君） やっぱり来て上がってきてくれたら、そこで戻れというのは言いにくい部分

というのはやっぱりあるんですな。 

 ですから、先ほどから櫻井清蔵議員の時間の進め方とかもあったわね。あのときなんかでも、僕は

全然気にしていなかったんやけれども、最初は。すぐに、僕はもう自信なかったもんで、進んでおっ

て問題ないと思ったけれども、１００％の自信ないもんで事務局に確認したら、事務局のほうも、書

類をめくってくれたもんですぐ出ると思ったんさ。そやでもう暫時休憩もせんだんやけれども、それ

でもわからんと。室長しか知らんということになってしもたもんで、そうやで暫時休憩にしたけれど

も、あんなもたもたしておる中でもテレビ放映していますわな。そんなん全然意識するようなレベル

と違うわけやな、急にそういう場面に出たときに。そこで、あんた戻れとかということもやっぱり言

いにくいというのが、ワンテンポ、ツーテンポ置いて進めたらいいかもわからんけれども、やっぱり

ふなれな部分が、それも突然そういう事態になると出るんですわ。本当はあかんのやけどね。 

○副部会長（森 美和子君） いきなりですもんね。 

○部会長（服部孝規君） そうですね、今回やっぱり議会は生き物やというね。だから、何が起こる
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かは本当にある意味わからない。だから、そのときにぱっと対応できるというのはなかなか大変やと

いうのは思う。だから、そのためにはやっぱり少なくともそのときにどういう対応をしたらいいかと

いうのをきちっとやっぱり明文化したものを議会が持っているということは必要やね。 

 それから、できればそのことを皆がちゃんと頭に入れておけばええのやけれども、それはなかなか

大変なことなんで、少なくとも議会としての明文化したルールというものを持っておれば、それで暫

時休憩をぽんと入れて、そこで確認して対応できるということになるんで、その辺が今回大事かなと

思うんですけど。 

 本題に戻って、いわゆる時間、これ理事者側も議会側も一緒の扱いをするということについてはよ

ろしいか、それについては。亀山市が今やっているような形じゃなくして、同じ扱いにする。それに

ついては含めるのか含めないのかと。この辺で意見が分かれてくるんかなあと思うんですけれども、

その点に絞ってちょっと意見をいただけたらと。 

 西川委員。 

○部会員（西川憲行君） 先ほど言われたみたいに、議長の裁量である程度という話もありましたけ

ど、先ほど議長本人が言われたように、あの流れの中で急にぴっととめるというのもなかなか難しい

と思いますし、それから客観的に見て、この反問が正しいのか正しくないのかという判断は、やっぱ

り議長によっても変わってくると僕は思います。というと、やっぱり常に一定のルールにはなりづら

いのではないかなあと思います。 

 それと、理事者側のスタンスの問題、善意的にとれば時間を潰さないように、できるだけ反問権を

使わないようにしようと。でも、悪意的に見れば、反問権を使えばちょっと質問の時間が短くできる

やんかというふうになっても困るので、もうはなからできるだけ反問権は使わないように我々議員側

も努力して質問をしましょうと。それで、もし使われたときは、でも時間を気にせずに反問権の中で

きちっと説明をお互いが理解できるようにやり合おうという方向のほうが、僕はいいのではないかな

と。 

○部会長（服部孝規君） 時間をとめるということやね。 

 西川委員。 

○部会員（西川憲行君） 時間を気にせずに反問の間はできるようにすると。ただ、我々のスタンス

としては反問権をできるだけ使われないようにする。それを努力することによって向こうも使いにく

いので、時間どおり進んでいくというのが基本ベストなのかなあと思います。 

○部会長（服部孝規君） ほかの委員さん。 

○副部会長（森 美和子君） 言うてるのはわからなくはないけど、納得してもらえるか。 

○部会員（西川憲行君） うちのほうが悪いわけじゃなくて、反問したのは向こうですからね。 

○部会長（服部孝規君） どうですか。結論がでませんかね、今回は。 

 中﨑委員。 

○部会員（中﨑孝彦君） 今ちょっと僕も思うておったんですけど、その反問権でそれは議長の裁量

でそういう反問権を認めないとか何とかという話が出ておったんですけど、反問権で質問者の意図が

わからん、どういう質問かようわからんというのは、理事者側がわからんということで言っておるや

つなもんで、それは議長は議会を統括するという意味ではあるんですけど、やっぱりそこのところは、

反問権というのはもうわからんと言えば、理事者側の反問権は当然認めるべきやというふうに思いま
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す。 

 それと、時間については、やっぱり反問権は、一遍議員が質問をした、質疑をしたということに対

してわからんわけですから、その議論の中身とは違うもんで、それはやっぱりそういうことをすると

いうのやったら、やっぱり質問時間の例えば３０分とか４５分の中では含めない、とめるということ。

反問権に対してその反問で議員がまた答えるというのも含めない。両方とも含めないというのが僕は

ええと思います。 

○部会長（服部孝規君） ああ、なるほど。 

 どうですか、こちら。含めるか、含めないか。判断しづらい。 

 豊田委員。 

○部会員（豊田恵理君） いや、私は基本として含めてもいいという判断なんですね。というか、皆

さん、議場だけでなくテレビの方とかも皆さん見られていますけれども、そんなに頻繁に起こるほど、

その質問がわからないということってないと思うんですよ。明らかに皆さん、普通はわかる。それが

どうしてもわからないというときに使うことであるので、そんなに乱用もしにくいと思いますし、そ

ういう意味では、やはり普通の会話というか、議論というかというふうに考えると、とめることがち

ょっとなんか不自然な気がするという、感覚的なもので申しわけないんですが、そんな感じがします。 

○部会長（服部孝規君） 中﨑委員。 

○部会員（中﨑孝彦君） 今豊田さんはそうやって言われたんですけど、例えばテレビで中継してお

って市民の方が見てみえるときに、理事者側が反問権で今の質問の内容がちょっとわからんという反

問権を使ったときに、そういうことを理事者側が反問権を使うということは、テレビを見ている方も

恐らくというか推測ですけど、あのＡ議員の言うておることはわからんなあと思うて見ている人が多

分多いと思うんですよ。そういうことでいくと、やっぱり今も繰り返しになりますけど、反問権とい

うのは、やっぱり今の言うような議長がどうのこうのというようなことよりも、むしろ反問権が出て

きたときはもうスムーズというか、必ずというか認めるというのが僕はええと思うて、今そういうこ

とを思うんですけどね。 

○部会長（服部孝規君） 豊田委員。 

○部会員（豊田恵理君） そもそも反問権がないほうがいいといいますか、まず本当に整然ときちん

と議論が進むことがもともと一番いいことであって、だからこそ本来は、私は反問権が出ない議会と

いうのが一番いいと思っていますので、議員自体もやはりきちんと正確に、やっぱり相手に質問の意

図が伝わるように話せばいいなと。ちょっとうまくまとめられないな。そうなると、やはりあんまり

そこに含めないというふうにやってしまうと、確かに明確にはルールはできるんですけれども、やっ

ぱりそこは議員の努力ではないかという意味で、私はやっぱり今のお話もあったけれども、時間は含

めたほうがいいと思います。 

○部会長（服部孝規君） 西川委員。 

○部会員（西川憲行君） 今豊田委員が言われたように、議員の努力だというのは当然なんですけれ

ども、でもお互いが話している中で理解ができるかできないかは聞く側のものもあるので、それは１

００％でいけないと思いますし、今言われたように感覚的なものではなくて、本来の議論、ある一つ

の問題に対しての質問をしているのと答弁をするというこの時間は限られていると思うんですよ。た

だ同じ質問を２回繰り返すのはよくありますよね。市長の答弁が曖昧やったもんで、もう一回答えて
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くれという方いらっしゃいますよね、たまにね。それは、質問のほうが自分の時間を使ってもう一回

答えてもらっているわけですよね。でも、それを市長側からやられたときにもう一回質問してくれと

言われるのは、質問者側としてはちょっとやりにくくなりませんかね。 

 この議会自体は、今言われたように反問権を使われないようにするのは我々の努力かもしれないで

すけれども、それは善意的にとれば使われないだけであって、悪意的にとれば向こうは幾らでも使え

るわけですから、いや、今の言い方わからんかったですよと。そういうことを考えたときに、それか

らここの場でしっかりとしたルールをつくっていくんですから、曖昧な努力目標で、努力していくこ

とで解決しましょうというその言い方は、ちょっと僕は納得できないです。ここでは明確に、客観的

に誰が見てもこれならできる、これならできないというルールをつくるべき場だと思っているので、

中途半端にこれぐらいでいいんじゃないのとか、こういうふうに努力していけばいいんじゃないのと

いうのでは、ちょっとほかの議員さんにも納得してもらえないんじゃないかなあと思います。 

○部会長（服部孝規君） さっき私、議長が判断するという問題について、例えば周り１０人中９人

までは趣旨のわかる質問やのにと思っても、当事者であるその答える人がどうも趣旨がわからんと言

われればそれまでやね。わからんのやもん。わかっておるやろう、そんなんと言うたところで、いや、

私はわからんのやわと言われたら、それは認めざるを得んやろうなと。だから、実際問題そんな場面

はなかなか、議長の段階で、今のは十分わかるあれやから反問権は認めませんなんていうのは、なか

なかこれはしづらい話だろうと。 

 だから、そういう意味で言うと、やっぱり基本は議員がきちっとせなあかんのやけれども、やっぱ

り反問権があった場合、それなりにこちらも答えをしていく必要がどうしても出てくると。だから、

議長がとめるというのは、なかなかケース的にはないんかなあという。だから、もう含めるんか含め

ないのかという、ここでもう決めていくしかないかなあと。それは、一つは善意で解釈すれば、理事

者側がそんな悪意に使うことはないという立場に立てば含めてもいいということになるかもわからん

し、逆にそういう使い方をされるんではないかというちょっと悪意を含めてからすると、もう外した

ほうがええんやないかという議論にもなっていくんかなと思う。そこら辺の判断が難しいかなと思う

んやけどね。 

 前田会長。 

○会長（前田耕一君） 全然関係ない例なんやけれども、僕はサッカーやっているもんで、サッカー

の試合は前半、後半４５分の試合をやっていますわね。今ロスタイムとか、インジュリータイムとい

うて時間をとめて、例えばロスタイムが３分とか５分という表示が出ると、そういうことやっていま

すけど、昔はそんなん一切なかったんですわね。それで、だから故意に例えばボールを遠いところへ

蹴ってしもうて。 

○部会長（服部孝規君） 時間を稼ぐ。 

○会長（前田耕一君） 時間稼ぎ。倒れて痛い痛い言うて起きやんとおって、時間ロスという方法も

作戦でとっておるケースもあったわけやな。そんなんがあるもんで、ロスタイムというのを設けよう

となったんやけれども、そのときに出たんは、やっぱり４５分やわな。４５分のうちの１分か２分や

ないかと。あと４３分の間に納得あるプレーができやそんでええやないかという意見も結構あったけ

れども、結果的には今ロスタイムというのは認めてやっています。しかし、どこまで認めるかという

のは主審の判断でやっているもんで、最高５分と決めておるんさ、基本的に。その中で３秒とろうが
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１分とろうがそのプレープレーの、それでもまだ遠いところへボールを蹴るのがあるもんで、ボール

ボーイみたいなのを置いてすぐにボールが出るようにして、できるだけロスがいないようにしている

んやけれども、最初はやっぱり認める認めないにしても、含める含めないにしても戸惑うと思うんや

けれども、そんなしょっちゅうあるケースやないし、その流れが決まってしまえば、１回２回繰り返

していくうちにルールはルールとしてみんな市民権を得て、お互いに理解していけると思うもんで、

こんなケースはどう、こんなケースはと考えやんと、単純に含める含めやんで決めて、運用で特別問

題ないんじゃないかなと思うけどな。 

○部会長（服部孝規君） 一致が得られれば、きょうもうちょっと検討部会としての意向を議会運営

委員会の委員長さんにもお伝えをしてと思うておったんやけれども、今現段階で割れているんで、意

見がね、含める含めないについて。だから、一緒にするということについてはもう一致しているんや

けれども、含めるか含めないかについては割れているんで、この問題については、議運の委員長さん

はこの３月議会はもう現行ルールでいってほしいと。要するに、今もうその議論をして、例えば来週

議運を開いてそこでどうこうするというようなことでなくして、３月議会はもう現行ルールでいくと。

つまり今の現行ルールでね。当面６月やね、６月までにそれをはっきりさせるというふうなことで進

めていくということでよろしいかね。 

（「はい」の声あり） 

○部会長（服部孝規君） それがもし６月の段階で決まらなきゃあ、また６月も現行ルールでいかな

しゃあないと思うけどね。とりあえずそんな形でとりあえずきょうのところは意見をいただいて、そ

れぞれ聞いてみたんですけれども、割れましたんで、これまた会派の中でも一度議論いただきたいな

と思います。そんな中で、またここの場で議論することにもなると思うんで、別に一本にまとめても

らうという、例えばうちの会派は含めるほうでいいとかということでなかってもよろしいんで。 

○部会員（髙島 真君） 意見があったことをそのままもってきたらいいと。 

○部会長（服部孝規君） そうそう。一度拾ってもらえますかね、意見。それも含めた形で、次回こ

の議論をするときに出してもらうということでどうですかね。議長、それでもよろしいか、進め方は。

よろしい。 

（発言する者なし） 

○部会長（服部孝規君） それじゃあ、きょうのところについては結論が出なかったということで、

先送りさせていただきます。ただ、さらに検討を進めていくということで。 

 必ずこの資料も渡してもらって、会派で一応説明いただいて、議論だけはしていただきたい。意見

も、こんな意見が出ましたということが報告できるようにはしていただきたいというふうに思います。 

 じゃあ次行ってよろしいか。 

（「はい」の声あり） 

○部会長（服部孝規君） じゃあ３番目、公聴会制度及び参考人制度について、請願者の説明機会に

ついてということをやりたいと思います。 

 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） それでは、お手元の資料６、カルテをごらんいただきたいと思いま

す。 

 この検討課題につきましては、公聴会制度及び参考人制度、これは地方自治法のほうでそういった
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制度があるわけなんですけれども、実際に亀山市議会では、この公聴会とか参考人ということをやっ

たことがありませんもんで、マニュアル的なものをつくっておいたほうがいいということで、この運

用方法の検討ということで課題に上げてございます。 

 それとあわせて、最近他市の議会では、請願が出たときに請願者から趣旨説明を委員会で受けたり

という議会が出てきております。じゃあ、あわせてこの請願者の説明機会についてもちょっと検討を

していこうということで、セットでこの２つが上がってございます。他市議会では、こういった請願

者の説明機会を議会基本条例の中に位置づけているところもございます。 

 もしじゃあ亀山市が、請願者が説明をどうしてもしたいというふうなことになれば、この参考人制

度を今としては使うしかないかなということで思っておるわけなんですけれども、これをわざわざ参

考人制度というふうなことじゃなく説明機会を設けられないかなということで検討しておりました。 

 そして、他市の議会では、請願者が請願を持ってきたときに、請願者の趣旨説明を委員会でしたい

かどうかというのを確認している議会もございます。本人さんがしたいということであれば、旅費は

出さずに、逆に委員会側からちょっと説明をしてほしいと委員会から言った場合には、その実費の旅

費を出すというふうな議会もあったということで、ちょっとその辺の旅費の扱いもありましたので、

次の資料７になるんですけど、全国議長会のほうに、請願者による請願の趣旨説明を設けることにつ

いてお尋ねをしました。 

 まず１番目として、趣旨説明を行う場合に、本人が趣旨説明を申し出たとき、また委員会が審査の

ために趣旨説明を求めたときと、それぞれについて旅費の費用弁償をすべきかどうかと。する場合の

根拠もということでお尋ねをしました。そうしたら、いずれも費用弁償すべきであるとの回答が来ま

した。それはなぜかといいますと、請願者を趣旨説明に委員会に出席させるためには、事務手続上、

地方自治法の参考人制度によることが適当であるということで、やはりその委員会で発言できるのは、

基本まずは議員の皆さんと執行部になります。第三者がそこで説明をするというのは想定をしていな

いと。ですので、それをする場合には、この参考人制度を適用するというようなことだと思います。 

 そして、この場合、市の議会等に出頭、参加した者の実費弁償について定めた条例により旅費等を

支給することになろうかと思われると。ただ、本人の申し出による場合と、委員会から求めた場合と

では事情が異なるとして、条例による費用弁償の内容に差をつける場合もあるかもしれないと。 

 請願者による趣旨説明については、議会改革のもと議会基本条例のみで根拠を定めている市議会が

多く、まだ法律が追いついていない状況であるというふうなことでございます。ですので、この回答

を受けた限りでは、請願者の説明機会は、その根拠はやはり参考人制度を使わないといけないのかな

というふうに思っております。参考人制度を根拠としながら、この請願者の説明を受けるルールとい

いますか、そういったものをつくっていくべきなのかなというふうに思っております。 

 それから、問２といたしましては、委員会が請願の紹介議員に対して趣旨説明を求めた場合は、会

議に出席したとして旅費を支給する必要性について確認をいたしました。この紹介議員の説明という

のは、亀山市議会でもあります。実例はございます。この答えといたしましては、紹介議員による請

願趣旨の説明については、会議規則における委員外議員の発言と紹介議員の委員会出席によって可能

であり、この場合は会議への出席義務を生じるため費用弁償が発生するというふうなことでございま

した。これはどういうことかといいますと、下にちょっと抜粋を挙げてございます。 

 まず、委員外議員の発言は会議規則の１１１条ですが、委員会は、審査または調査中の事件につい
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て必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明または意見を聞くこと

ができると。それから、委員会は委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決め

るというふうなんがうたわれているわけですけれども、ここで委員会は、委員外議員の出席を求めて

意見を聞くことができるとございます。 

 それから、１３４条では、紹介議員の委員会出席という規定がございまして、委員会は、審査のた

め必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。そして、紹介議員はこの要求

があったときは、これに応じなければならないという明確な規定がございますので、紹介議員という

立場で委員外議員という立場でそこへ出席する場合であっても、やはり出席義務が生じるということ

で、費用弁償も発生するということだと思います。 

 それから、問３は、会議規則に請願のところがあるわけですけれども、紹介議員の委員会出席の規

定はこの１３４条にございます。ここに請願者の出席についてもここに併記すべきかというのを確認

いたしました。そうしましたら、やはり請願者の趣旨説明は参考人制度によるということからすれば、

請願の章に規定することは望ましくないということで、この会議規則に請願者の出席というふうなこ

とを、今でいうと１３４条あたりは紹介議員のことが書いてありますが、こういったところに請願者

の出席を入れるということについては、やはり参考人制度を使うということからいけばおかしいとい

うふうな回答でございました。 

 以上をトータルすると、やはり請願者の趣旨説明というのは、あくまで根拠は参考人制度というふ

うなことで、別途この紹介者の説明機会ということで、亀山市議会で会議規則を改正してやるとか、

そういうことはちょっとおかしいというふうなことかなということで、あくまでつくるとしたら請願

者を出席させるための、参考人制度にのっとった請願者バージョンという出席の手順ですか。この手

順を申し合わせというか、こういったものをつくる必要があるのかなという結論でございます。以上

でございます。 

○部会長（服部孝規君） これ、改めてこの問題で考えさせられたのは、議会というのは、市民の代

表である議員と理事者とが意見を交わす、議論するという。それでもって決めていくという。だから、

そこに市民が入って議論したら、これは議会、市民の代表ということに議員がならないことになるん

で、多分そういう意味でこの中に入っていないんだろうと。やっぱりもし市民が直接そういう委員会、

正式のそういう場に出て意見を言うということになれば、やっぱり法でいう参考人という形でしかな

いであろうということです。例えば私ちょっと今度の議案について物を言いたいんで、委員会へ出さ

せてもらえませんかというようなことが認められるということではないということ。だから、あくま

でも市民の代弁者は議員であって、理事者とのあれをやるという、それが基本。だから、使うとすれ

ばこの参考人制度しかないだろうと、こういうことなんですね。 

 そういう方向で、ただこれを使うということだけ決めても、なかなかじゃあ具体的にどういうふう

な手順でやっていくのかとかということがあるんで、それは新たにつくらな、要綱みたいなもんをつ

くらんならんのかなということは思いますけれども、基礎に置くのは、亀山市の場合は参考人制度と

いう法律にのっとった形で、請願者のあれを聞くということであればそういうのを根拠にしたいとい

う、こういう説明なんです。わかりますか。よろしいですか。わからんことがあったら聞いてくださ

いね。よろしい。 

（発言する者なし） 
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○部会長（服部孝規君） じゃあまた具体的な要綱とか、そういうものが出てきた段階で再度また議

論いただくということでいきたいと思います。根拠はもう法律でいう参考人制度を根拠にするという

ことだけ確認をきょうはいただきたいというふうに思います。 

 １０分間休憩します。 

午前１０時５３分  休 憩 

午前１１時０４分  再 開 

○部会長（服部孝規君） では再開をいたします。 

 その他の項に入りますけれども、一つ資料をつけさせてもらったのは、これ私が持っておる問題意

識なんですけれども、今現在亀山市議会は代表質疑というのをやっています。代表質疑というのを、

今回も皆さん聞かれて感じられたと思うんですけれども、どうしても今度の予算編成の内容であると

か、方針であるとかというところをどうしても問いたいということになってくると、議案というより

は、もう一般質問的な内容になっていかざるを得んのやないかなあというのがあるんですよ。例えば

この予算とか、この事業についてというようなことやなくして、広く今後亀山市をどうしていくんや

みたいな議論になっていくと、特定の議案とかというんやなくして、市政をこの１年間どうしていく

んやみたいな議論にならざるを得ない、来年度予算に関してはね。それやったら、もう質疑とせずに、

質問としたほうがええんやないかと。そうすると、いわゆる意見を述べてはならないとか、議案から

外れてはならないとかという制約がなくなってくるんで、その点でこれ事務局のほうで調べてもらい

まして、各市どんなふうになっているかというと、これ説明してもらおうか。 

 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） それでは、お手元の資料８、県内の代表質疑の質問状況というＡ４

の横の表を見ていただきたいと思います。 

 県下１４市のうち、代表質疑をやっておるのは桑名市と亀山市だけございます。 

 亀山市は、３月の当初予算と９月の決算に関して代表質疑をやっておりますが、桑名市は代表質疑

でも３月の予算だけというふうなことがまず一つございます。 

 続いて、その他のいなべ、四日市、鈴鹿、津市、松阪、熊野、ここについては代表質問を設けてお

ります。基本３月が多いわけでございますけれども、津市と熊野は毎定例会となっていますが、それ

以外は３月ということで、その範囲ですけれども、やはり今部会長が言われましたように、３月は施

政方針を市長さんが言われますので、その施政方針に対する質問ということが、このいなべ、四日市、

鈴鹿、このあたりは施政方針、予算編成方針に対しての質問をやっておるというふうなことでござい

ます。 

 津市は、もう市政一般に関する質問、議案も可ということでやっておりますけれども、主なところ

は施政方針に対して質問をやっておると。 

 亀山市の場合ですと、施政方針に対する質問というと、これは議案ではございませんので一般質問

というふうな扱いになってしまいますが、こういうことを代表質問としてやっているところが多いと。 

 会派要件としては、２人以上もしくは３人以上、これも市によってばらばらでございます。 

 ただ、一番右の欄、代表と個別の状況ということで、例えば代表質問をしてなおかつ個別もできる

かという部分については、ほとんどが両方をやることは不可と。１人の議員さんが両方やることは不

可と。熊野市は、たまたま代表も個別も可となっておりますが、それ以外は一応いずれか一方という
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ふうなことでございます。 

 以上が県内の状況でございます。 

 次のページ、参考までに代表質問の解釈がつけてございますので、またごらんをいただきたいとい

うふうに思います。以上でございます。 

○部会長（服部孝規君） 私が頭の中にあるのは、３月の定例会だけ代表質問にしてはどうかと思っ

ています。だから、今回もう終わっていますので、もしそれをやるとしても、もう来年の３月までな

いのかなというふうに思っていますけれども、ちょっと皆さんにこういう代表質疑でなく代表質問に

変えてはどうかという点についてご意見をいただきたいなと思います。 

 森副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） ぜひ私はやっていただきたいと思います。 

 今、代表質疑で、会派が今６つですか。 

○部会長（服部孝規君） ６つやな。 

○副部会長（森 美和子君） 順繰りで順番決めてやっているんですけど、大体その代表質疑をする

内容というのは大体決まってきて、６会派あった６番目になると非常に難しい部分がありますので、

やっぱりこの代表質問という形で、１年間どう市政運営をするかという市長の施政方針に対して問う

ていくということをやっていったほうがいいんじゃないかなあと思います。 

 今回の予算決算から総括４０分、個別３０分というルールづくりもきちっとなされていっているの

で、でも代表質問と代表質疑があるということですか。 

○部会長（服部孝規君） いやいや、僕が思うておるのは、代表質疑をなくして代表質問にするとい

うこと。だから、個別の議案質疑はもちろん残るし。 

○副部会長（森 美和子君） そうですよね。予算決算で総括できちっと全員が参加でやるので、私

はその考え方でいいと思います。 

○部会長（服部孝規君） 別にきょう結論を出すわけやないんやけれども、とりあえず今意見のある

人だけでも聞いておこうかなと思って。 

 渡邉室長、伊賀の説明。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） 伊賀は、３月定例会のみ施政方針、または教育行政方針、予算編成

方針に対してやっておりましたけれども、もう２７年３月をもって廃止をされたと、やめたというこ

とでございます。過去はやっておったと。 

○部会長（服部孝規君） そうですね、はい。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） どうしてもここに書いてありますように、個別具体的な話に踏み込

めないため廃止というふうなことでございました。 

○部会長（服部孝規君） それじゃあこれも投げかけだけさせてもらって、また会派でも、これ一番

早い時期で来年の３月議会からということになるんで、もしやるとしたらね。そういうことで考えれ

ばまだ時間はあるということで、これも一度議論いただけますか。これは、検討課題に上げるかどう

かも決めなあかんでね。 

 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） そうです。今現在検討課題に上がっておりませんので、上げるとな

ればカルテを起こしますけれども。 
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○部会長（服部孝規君） そうやな。そこから聞かなあかんね。検討課題にするかどうか、そこを決

めていかないとあかんね。検討課題にするんであれば、この１年かけて議論をしていくということに

なるし、これも現状でいいということであれば、もう検討課題では上げないということになるし、い

かがですか。個々に言うて、それだけは、意見を。 

 豊田委員。 

○部会員（豊田恵理君） これは確かに検討する必要があると思います。 

○部会長（服部孝規君） ほかはどうですか。やるかやらないかというんじゃなしに、検討課題にす

るかしないか。 

 西川委員。 

○部会員（西川憲行君） 検討していくのは、僕も十分検討していく必要があると思います。結果は

またあれだと思いますけど。 

○部会長（服部孝規君） よろしいか、検討課題にするということで。そうやで検討課題にした結果、

今までどおり代表質疑ということも当然あり得るんで、これは。だから、それはどうなるかわかりま

せんけれども、一度他市の状況を見ても結構なところが代表質問をやっているんで、一度これを参考

にしたい。 

 西川委員。 

○部会員（西川憲行君） 検討課題にするに当たっては、他市みたいに毎定例会でやっているところ

もありますし、３月定例会のみのところもありますんで、全体的に検討するという意味でよろしいで

すか。 

○部会長（服部孝規君） そうやね。多分言われたように代表質問をやったのと個別のはどうするん

やと、両方できんのかというような問題もあるだろうし、時間の設定の問題もあるしね。そんなこと

も決めていかなあかん。だから、やるとなったときには、そういう具体的なことまでしていかんなら

んと思うんですね。それじゃあ検討課題に上げるということだけきょうは確認いただきたいと思いま

す。 

 その他のところで意見があればいただきたいと思います。 

 森副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） ぜひカルテのほうに上げていただきたいと思っているのが、私も昨年

１年間監査をさせていただいて、今監査は質疑も質問もできませんが、予算にかかわること以外のこ

とであれば質問は可能ではないかと思うんですが、そこをカルテに上げていただいて一回検討をして

いただきたいと思うんですけど、監査も質問ができると。 

○部会長（服部孝規君） 西川委員。 

○部会員（西川憲行君） 監査もそうなんですけど、副議長もどうなんかなあと思うんですよ。 

○部会長（服部孝規君） 副議長はできるの。ただ、副議長の判断でやっていないというのが今まで

のあれやもんで、してはならないということではない。 

○部会員（西川憲行君） ああ、そうなんですか。慣例でやっていないだけで、やってはならないじ

ゃないですね。監査はやってはならないということですね。わかりました。 

○部会長（服部孝規君） そうそう。監査はできませんということで。 

 副議長はできないとはうたってないの。 
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 森副部会長。 

○副部会長（森 美和子君） 私、今回障害者差別解消法の質問をさせていただいたんですけど、あ

れももう１年前からそういう動きがあって、だからそういう制度的なものであれば、別に予算にかか

わることとか、決算にかかわることではないので、一般質問でさせてもらいたいなあと思っていたん

ですけど、それも質問ができないということに縛られてしまったので、そこに予算とか決算にかかわ

っていくものでなければいいんじゃないかなあと思うんですけど。 

○部会長（服部孝規君） 私は監査の経験がないんであれなんだけれども、多分その監査をやってい

る中で、ちょっとこれ問題やなと気づく行政の中のいろんな問題があると思うんですよ。それをそれ

じゃあ監査委員をやっている１年間のときには質問はしてはならないけれども、終わってからはオー

ケーということやね、これ。だから、そうなってくると、何も別に在任中でも、そういう行政のかか

わりの中で気づいたことについて一般質問をやったりとか、それから決算と全然関係のない議案とい

うのもあるわけですよ。そういうようなものについて議案質疑をしたりとかというのは、別に監査委

員をやっていることによって何かプラスがあるわということでは必ずしもないんで、ある程度認めて

いってもいいんやないかなという。ただ、自分がかかわった決算に関して物を言うのはもう絶対だめ

やろうということは思いますけれども、そんなこともちょっと議論していったらどうかなということ

です。どうですか。 

 前田会長。 

○会長（前田耕一君） 直接監査業務に関係ない部分とか、その辺についてやったら、これは当然論

外の話なんやけれども、監査委員という身分に対してある程度、質問とか質疑が制限されているとい

う何かルール、きちっとあるのかどうかというのは、僕はようわからんままで監査はだめと思うてお

るだけであって、その辺、室長、何かある。 

○部会長（服部孝規君） 渡邉室長。 

○議事調査室長（渡邉靖文君） 県下１４市中１２市が監査委員さんの質疑を認めておりませんので、

一度監査委員さんがしていない理由といいますか、ちょっとそれは一度ちょっと全国議長会等でも一

回調べてみます。 

○副部会長（森 美和子君） 鳥羽はやっているもんね。 

○部会長（服部孝規君） 鳥羽はやっているの、なるほどな。 

 髙島委員。 

○部会員（髙島 真君） 僕は議論するのは何でもすればいいと思うんですけれども、基本的に監査

を受ける時点でそんなことはもうわかっておることなので、できないということが。 

○副部会長（森 美和子君） それは今までのルールやん。 

○部会員（髙島 真君） そうそう、今までのルールでわかっていたので、それがどうこうできない

からできるようにしてくれとか、不都合なルールは変えていけばいいと思うんですよ。納得いかない

ルールやったら変えていけばいいと思うんですけど、今まであったということは、何らかの関連性が

あってやってきたと、そうやってできないよということでなってきたということも踏まえて議論をし

ていけばいいと思います。 

○会長（前田耕一君） 議論の余地がいっぱいあるわけやからな。 

○部会員（髙島 真君） そうそう。 
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○部会長（服部孝規君） いずれにしても、ちょっとその辺の根拠、代表質問なんかは結構いろんな

ところでありそうで、それから反問権も市によって対応が割れておるんやけれども、この監査委員に

関してはもう圧倒的にできないとしている市が多いという状況なんで、何かあるんかもわかりません。

だからその点も含めて、ちょっと次回までに資料をそろえていただいて、その上で、それを見た上で

やってきたいと思う。とりあえず検討課題に上げるかどうかを。 

 中﨑委員。 

○部会員（中﨑孝彦君） 検討課題に今ここで上げるということやなしに、上げるのかどうか資料を

一遍見て、それからこれは検討課題にしようにと、もう一遍ね。 

○部会長（服部孝規君） なるほどね、わかりました。それじゃあそういう資料をそろえていただい

て、次回の中で議論した上で検討課題にすべきだということになれば検討課題に上げるというふうに

したいと思います。そういうことやな、了解。 

 他にありますか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○部会長（服部孝規君） なければ、私のほうから次回の開催日ということで、４月なんですけれど

も、結構４月、私たち教育民生委員会はタイトですので、できれば４月１１日の広聴広報委員会の午

後１時からというのができればありがたい。 

（「異議なし」の声あり） 

○部会長（服部孝規君） それじゃあもう４月１１日の午後１時からということで予定をさせていた

だきます。 

 以上で議会改革推進会議検討部会を閉会します。ありがとうございました。 

午前１１時２６分  閉 会 
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